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  平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ２ ２ 日  

 

            新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

新 宿 区 に お け る 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 を 推 進 す  

る た め の 職 員 対 応 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 要 領 は 、 別 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 障 害 を 理 由 と す

る 差 別 の 解 消 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25 年 法 律 第 65 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。） 第 10 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 第 6 条 第 1 項

に 規 定 す る 基 本 方 針 に 即 し て 、 法 第 7 条 に 規 定 す る 事 項 に 関 し 、  

職 員 が 適 切 に 対 応 す る た め に 必 要 な 要 領 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 要 領 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  職 員  次 に 掲 げ る 職 員 を い う 。  

  ア  新 宿 区 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 50 年 新 宿 区 訓 令 甲 第 27 号 ） 第

1 条 に 規 定 す る 職 員  

イ  非 常 勤 職 員  

ウ  臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員  

⑵  不 当 な 差 別 的 取 扱 い  法 第 7 条 第 1 項 の 不 当 な 差 別 的 取 扱 い

を い う 。  



⑶  合 理 的 配 慮  法 第 7 条 第 2 項 の 必 要 か つ 合 理 的 な 配 慮 を い う 。 

 （ 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 禁 止 に 関 す る 基 本 的 事 項 ）  

第 3 条  区 長 は 、 法 第 7 条 に 規 定 す る 事 項 に 関 し 、 職 員 が 適 切 に 対

応 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 ⑴  不 当 な 差 別 的 取 扱 い に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 及 び そ の 具 体 例  

 ⑵  合 理 的 配 慮 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 及 び そ の 具 体 例  

 ⑶  そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 職 員 の 責 務 ）  

第 4 条  職 員 は 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る に 当 た っ て は 、 前 条 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た 事 項 に 留 意 し 、 法 第 7 条 に 規 定 す る 事 項 を 遵 守 す

る も の と す る 。  

（ 管 理 監 督 者 の 責 務 ）  

第 5 条  職 員 を 管 理 し 、 又 は 監 督 す る 地 位 に あ る 者 （ 以 下 「 管 理 監

督 者 」と い う 。）は 、前 条 に 規 定 す る 事 項 に 関 し 、障 害（ 法 第 2 条

第 1 号 に 規 定 す る 障 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 理 由 と す る 差 別 の

解 消 を 推 進 す る た め 、次 に 掲 げ る 事 項 を 実 施 し な け れ ば な ら な い 。 

⑴  日 常 の 業 務 を 通 じ た 指 導 等 に よ り 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の

解 消 の 推 進 に 関 し 、 そ の 管 理 し 、 又 は 監 督 す る 職 員 の 注 意 を 喚

起 し 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 に 関 す る 認 識 を 深 め さ せ る

こ と 。  

 ⑵  障 害 者 （ 法 第 2 条 第 1 号 に 規 定 す る 障 害 者 を い う 。 ） 及 び そ

の 家 族 そ の 他 の 関 係 者 （ 以 下 「 障 害 者 等 」 と い う 。 ） か ら 、 不

当 な 差 別 的 取 扱 い が な さ れ て い る こ と 又 は 合 理 的 配 慮 が な さ れ

て い な い こ と に 対 す る 相 談 、 苦 情 の 申 出 等 が あ っ た と き は 、 迅

速 に そ の 状 況 を 確 認 す る こ と 。  

 ⑶  合 理 的 配 慮 の 必 要 性 が 確 認 さ れ た と き は 、 そ の 管 理 し 、 又 は

監 督 す る 職 員 に 対 し て 、 合 理 的 配 慮 を 適 切 に 行 う よ う 指 導 す る

こ と 。  

２  管 理 監 督 者 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 に 関 す る 問 題 が 生 じ た と

き は 、 迅 速 か つ 適 切 に 対 処 す る も の と す る 。  

（ 相 談 体 制 の 整 備 ）  

第 6 条  区 長 は 、 職 員 に よ る 障 害 を 理 由 と す る 差 別 に 関 す る 障 害 者

等 か ら の 相 談 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 そ の 相 談 体 制 を 整 備 す る 。  

（ 研 修 及 び 啓 発 ）  

第 7 条  区 長 は 、 障 害 を 理 由 と す る 差 別 の 解 消 の 推 進 を 図 る た め 、  



職 員 に 対 し 、 必 要 な 研 修 及 び 啓 発 を 行 う も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 8 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 領 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 

 こ の 訓 令 は 、 平 成 28 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  


